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(57)【要約】
【課題】絶縁監視装置に備えられる零相電流検出センサ
に零相電流が流れている状態下で、絶縁監視装置の動作
状態を正確に把握できるようにする。
【解決手段】絶縁監視装置ＩＯの零相電流検出センサＺ
ＣＴの検出対象箇所に配置した試験用巻線ＴＬに、抵抗
性の電流成分と同相の同相試験用電流と、抵抗性の電流
成分と逆相の逆相試験用電流とを夫々流し、前記同相試
験用電流を流している状態で、絶縁監視装置ＩＯにおい
て異常検出信号を出力する状態となるときの前記同相試
験用電流における前記同相の成分の電流値Ｉ１と、前記
逆相試験用電流を流している状態で、絶縁監視装置ＩＯ
において異常検出信号を出力する状態となるときの前記
逆相試験用電流における前記逆相の成分の電流値Ｉ２と
から、絶縁監視装置ＩＯにおいて異常検出信号を出力す
る状態となる電流値Ｉを、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）／２とし
て求める。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１線が接地された単相交流又は３相交流の監視対象の電路の零相電流を検出する零相電
流検出センサと、前記零相電流から抽出した抵抗性の電流成分に基づいて、前記監視対象
の電路が設定地絡発生状態に達したか否かを判断し、前記設定地絡発生状態に達したとき
に異常検出信号を出力する地絡検出部とが備えられた絶縁監視装置の動作試験を、前記零
相電流検出センサの検出対象箇所に配置した試験用巻線に試験用電流を流して活線状態で
行う絶縁監視装置用の試験装置であって、
　前記試験用電流を生成する試験用電流発生部と、
　前記試験用電流の電流値に基づいて、前記絶縁監視装置の前記地絡検出部が前記異常検
出信号を出力する状態となる電流値を演算する動作電流演算部とが備えられ、
　前記試験用電流発生部は、前記抵抗性の電流成分の位相を特定すると共に、前記試験用
電流として、前記抵抗性の電流成分と同相の成分を含む同相試験用電流と、前記抵抗性の
電流成分と逆相の成分を含む逆相試験用電流とを生成可能で、且つ、前記同相試験用電流
における前記抵抗性の電流成分と同相の成分及び前記逆相試験用電流における前記抵抗性
の電流成分と逆相の成分の電流値を変更操作可能に構成され、
　前記動作電流演算部は、経時的に前記同相の成分の電流値が変更操作される前記同相試
験用電流を流している状態で、前記絶縁監視装置の前記地絡検出部が前記異常検出信号を
出力する状態となるときの前記同相試験用電流における前記同相の成分の電流値Ｉ１と対
応する値を電流値記憶手段に記憶保持すると共に、経時的に前記逆相の成分の電流値が変
更操作される前記逆相試験用電流を流している状態で、前記絶縁監視装置の前記地絡検出
部が前記異常検出信号を出力する状態となるときの前記逆相試験用電流における前記逆相
の成分の電流値Ｉ２と対応する値を電流値記憶手段に記憶保持し、前記絶縁監視装置の前
記地絡検出部が前記異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉを、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）
／２として演算するように構成されている絶縁監視装置用の試験装置。
【請求項２】
　前記監視対象の電路における非接地相の電圧位相である第２電圧位相と、装置動作用電
力を受電する電路の電圧位相である第１電圧位相とを測定すると共に、前記第２電圧位相
と前記第１電圧位相との位相差に対応する位相差データを位相差記憶手段に記憶保持する
位相差計測部が備えられ、
　前記試験用電流発生部は、前記第１電圧位相の測定値と前記位相差記憶手段に記憶され
ている位相差データとに基づいて、前記同相試験用電流及び前記逆相試験用電流の位相を
設定するように構成されている請求項１記載の絶縁監視装置用の試験装置。
【請求項３】
　前記絶縁監視装置に、前記抵抗性の電流成分の位相と前記絶縁監視装置が装置動作用電
力を受電する電路の電圧位相との位相差に対応する位相差データが記憶保持され、
　前記試験用電流発生部は、前記絶縁監視装置に記憶保持されている前記位相差データを
入力する入力部が備えられて、前記入力部から入力された前記位相差データと、装置動作
用電力を受電する電路の電圧位相の測定値とに基づいて、前記同相試験用電流及び前記逆
相試験用電流の位相を設定するように構成されている請求項１記載の絶縁監視装置用の試
験装置。
【請求項４】
　前記試験用電流発生部は、前記同相試験用電流における前記抵抗性の電流成分と同相の
成分及び前記逆相試験用電流における前記抵抗性の電流成分と逆相の成分の電流値を漸増
させるように構成されている請求項１～３のいずれか１項に記載の絶縁監視装置用の試験
装置。
【請求項５】
　前記零相電流検出センサは、前記電路の接地線を検出対象箇所として設置されている請
求項１～４のいずれか１項に記載の絶縁監視装置用の試験装置。
【請求項６】
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　請求項１～５のいずれか１項に記載の絶縁監視装置用の試験装置を内蔵した絶縁監視装
置。
【請求項７】
　装置動作用電力を受電する電路の電圧を計測する電圧計測部と、前記監視対象の電路に
おける非接地相の電圧位相である第２電圧位相と装置動作用電力を受電する電路の電圧位
相である第１電圧位相とを測定すると共に、前記第２電圧位相と前記第１電圧位相との位
相差に対応する位相差データを位相差記憶手段に記憶保持する位相差計測部とが備えられ
、
　前記地絡検出部は、前記電圧計測部の計測情報と前記位相差計測部の前記位相差記憶手
段の記憶情報とに基づいて前記抵抗性の電流成分を抽出するように構成され、
　前記試験装置の前記試験用電流発生部は、前記電圧計測部の計測情報と前記位相差計測
部の前記位相差記憶手段の記憶情報とに基づいて前記同相試験用電流及び前記逆相試験用
電流の位相を設定するように構成されている請求項６記載の絶縁監視装置。
【請求項８】
　１線が接地された単相交流又は３相交流の監視対象の電路の零相電流を検出する零相電
流検出センサと、前記零相電流から抽出した抵抗性の電流成分に基づいて、前記監視対象
の電路が設定地絡発生状態に達したか否かを判断し、前記設定地絡発生状態に達したとき
に異常検出信号を出力する地絡検出部とが備えられた絶縁監視装置の動作試験を、前記零
相電流検出センサの検出対象箇所に配置した試験用巻線に試験用電流を流して活線状態で
行う絶縁監視装置の試験方法であって、
　前記零相電流検出センサの検出対象箇所に試験用巻線を配置し、
　前記抵抗性の電流成分の位相を特定し、
　前記試験用巻線に前記抵抗性の電流成分と同相の成分を含む同相試験用電流を流して、
その同相の成分の電流値を変更操作し、前記絶縁監視装置の前記地絡検出部が前記異常検
出信号を出力する状態となるときの前記同相試験用電流における前記同相の成分の電流値
Ｉ１と対応する値を取得すると共に、
　前記試験用巻線に前記抵抗性の電流成分と逆相の成分を含む逆相試験用電流を流して、
その逆相の成分の電流値を変更操作し、前記絶縁監視装置の前記地絡検出部が前記異常検
出信号を出力する状態となるときの前記逆相試験用電流における前記逆相の成分の電流値
Ｉ２と対応する値を取得し、
　前記絶縁監視装置の前記地絡検出部が前記異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉ
を、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）／２として演算する絶縁監視装置の試験方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１線が接地された単相交流又は３相交流の監視対象の電路の零相電流を検出
する零相電流検出センサと、前記零相電流から抽出した抵抗性の電流成分に基づいて、前
記監視対象の電路が設定地絡発生状態に達したか否かを判断し、前記設定地絡発生状態に
達したときに異常検出信号を出力する地絡検出部とが備えられた絶縁監視装置の動作試験
を、前記零相電流検出センサの検出対象箇所に配置した試験用巻線に試験用電流を流して
活線状態で行う絶縁監視装置用の試験装置、その試験装置を内蔵した絶縁監視装置、及び
、絶縁監視装置の試験方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかる試験装置の試験対象となる絶縁監視装置は、１線が接地された単相交流又は３相
交流の電路の零相電流を検出し、その零相電流に基づいて地絡電流を検出する。
　地絡電流は劣化した絶縁抵抗を介して流れる電流であるため、下記特許文献２に記載の
ように、その零相電流における電圧と同相の電流成分である抵抗性の電流成分を地絡電流
として検出する。
　このような構成の絶縁監視装置を動作試験するための試験装置としては、下記特許文献
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１に記載のように、監視対象の電路を停電させることなく活線状態のままで試験を行える
装置構成が考えられている。
【０００３】
　電路を活線状態としたままで、すなわち、電路に地絡電流が流れている状態で、絶縁監
視装置の試験を行おうとすると、元々電路に流れている地絡電流の取り扱いが問題となる
。
　下記特許文献１では、電路の零相電流を検出する零相電流検出センサの検出対象箇所に
試験用巻線を配置して、元々電路に流れている地絡電流に足し合わせる状態で試験用電流
を流し、その状態で絶縁監視装置の検出にかかる抵抗性の電流成分が所望の値となるよう
に制御している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２８５７９０号公報
【特許文献２】特開２００２－１２５３１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来構成では、絶縁監視装置の一部を構成する零相電流検出センサ
の検出信号をそのまま流用して、試験用巻線に流す試験用電流を生成する構成では、零相
電流検出センサの検出精度自体が劣化してしまったような場合では、元々の検出電流自体
に誤差を含んでいるので、上記試験用電流にも誤差が含まれてしまう。
　このような事態を回避するためには、上記特許文献１の別実施形態等にも記載のように
、絶縁監視装置の零相電流検出センサの検出信号を流用するのではなく、十分な検出精度
を有する零相電流検出センサを試験装置側で独自に備えて試験用電流を生成すれば良いが
、その分だけ試験装置の装置コストが上昇してしまうと共に、高圧充電部（コンデンサ）
等との接触事故を確実に回避しながら絶縁監視装置の試験のために別途零相電流検出セン
サを設置するのは、試験作業が煩雑なものとなってしまう。
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、絶縁監視装置に備
えられる零相電流検出センサに零相電流が流れている状態下で、絶縁監視装置の動作状態
を正確に把握できるようにする点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本出願の第１の発明は、１線が接地された単相交流又は３相交流の監視対象の電路の零
相電流を検出する零相電流検出センサと、前記零相電流から抽出した抵抗性の電流成分に
基づいて、前記監視対象の電路が設定地絡発生状態に達したか否かを判断し、前記設定地
絡発生状態に達したときに異常検出信号を出力する地絡検出部とが備えられた絶縁監視装
置の動作試験を、前記零相電流検出センサの検出対象箇所に配置した試験用巻線に試験用
電流を流して活線状態で行う絶縁監視装置用の試験装置において、前記試験用電流を生成
する試験用電流発生部と、前記試験用電流の電流値に基づいて、前記絶縁監視装置の前記
地絡検出部が前記異常検出信号を出力する状態となる電流値を演算する動作電流演算部と
が備えられ、前記試験用電流発生部は、前記抵抗性の電流成分の位相を特定すると共に、
前記試験用電流として、前記抵抗性の電流成分と同相の成分を含む同相試験用電流と、前
記抵抗性の電流成分と逆相の成分を含む逆相試験用電流とを生成可能で、且つ、前記同相
試験用電流における前記抵抗性の電流成分と同相の成分及び前記逆相試験用電流における
前記抵抗性の電流成分と逆相の成分の電流値を変更操作可能に構成され、前記動作電流演
算部は、経時的に前記同相の成分の電流値が変更操作される前記同相試験用電流を流して
いる状態で、前記絶縁監視装置の前記地絡検出部が前記異常検出信号を出力する状態とな
るときの前記同相試験用電流における前記同相の成分の電流値Ｉ１と対応する値を電流値
記憶手段に記憶保持すると共に、経時的に前記逆相の成分の電流値が変更操作される前記
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逆相試験用電流を流している状態で、前記絶縁監視装置の前記地絡検出部が前記異常検出
信号を出力する状態となるときの前記逆相試験用電流における前記逆相の成分の電流値Ｉ

２と対応する値を電流値記憶手段に記憶保持し、前記絶縁監視装置の前記地絡検出部が前
記異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉを、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）／２として演算す
るように構成されている。
【０００７】
　すなわち、抵抗性の電流成分と同相（同じ位相）の成分を含む上記同相試験用電流を試
験用巻線に流して、絶縁監視装置の零相電流検出センサに検出させ、絶縁監視装置の地絡
検出部が異常検出信号を出力する状態となるとき（異常検出信号を出力しない状態から異
常検出信号を出力する状態に切り替わるとき）の上記同相試験用電流における抵抗性の電
流成分と同相の成分の電流値Ｉ１を特定できる値を記憶保持すると共に、抵抗性の電流成
分と逆相（位相差が１８０度）の成分を含む上記逆相試験用電流を試験用巻線に流して、
絶縁監視装置の零相電流検出センサに検出させ、絶縁監視装置の地絡検出部が異常検出信
号を出力する状態となるとき（異常検出信号を出力しない状態から異常検出信号を出力す
る状態に切り替わるとき）の上記逆相試験用電流における抵抗性の電流成分と逆相の成分
の電流値Ｉ２を特定できる値を記憶保持する。尚、上記同相試験用電流を流しての測定と
上記逆相試験用電流を流しての測定とは、測定順序の先後はどちらでも良い。
　絶縁監視装置の地絡検出部が異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉは、Ｉ＝（Ｉ

１＋Ｉ２）／２として求まる。
　電流値Ｉ１及び電流値Ｉ２は、何れも、試験装置側で特定できる値であるので、絶縁監
視装置の地絡検出部が異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉを、絶縁監視装置の零
相電流検出センサの検出精度に依存せずに、試験装置側で取得した値によって求めること
ができる。
【０００８】
　以下において、このようにして求まる理由を説明する。
　先ず、単相交流の場合について説明する。
　単相交流を複素平面上においてベクトル表示で示す図５に示すように、ｘ軸に電圧位相
すなわち抵抗性の電流成分の位相をとって、零相電流検出センサが検出する零相電流をＩ

０とすると、零相電流Ｉ０は、抵抗性の電流成分Ｉ０ｒと容量性の電流成分Ｉ０ｃとに分
解できる。この容量性の電流成分Ｉ０ｃは、電圧位相（ｘ軸）よりも９０度位相が進んだ
ものとして規定できる。
　説明を簡単にするために、上記同相試験用電流が抵抗性の電流成分と同相の成分のみか
らなるものとし、又、上記逆相試験用電流も抵抗性の電流成分と逆相の成分のみからなる
ものとする。
【０００９】
　監視対象の電路が活線状態であり、上記の零相電流Ｉ０が流れている状態で、上記同相
試験用電流を試験用巻線に流す。
　上記同相試験用電流の電流値（厳密には、上記同相試験用電流における抵抗性の電流成
分と同相の成分の電流値）を変更操作して、絶縁監視装置の地絡検出部が上記異常検出信
号を出力していない状態から出力する状態に切り替わる電流値を特定する。この電流値を
図５に示すように「Ｉ１」とする。図５では、「Ｉ１」を、点Ａ（「Ｉ０」の終点）を始
点としてベクトル表示している。
　ここで、電流値Ｉ１は、試験装置側から供給する電流であるので、その値を正確に特定
できる。
　従って、絶縁監視装置の地絡検出部は、図５から、Ｉ＝Ｉ０ｒ＋Ｉ１で表される抵抗性
の電流成分と同相の電流値「Ｉ」で上記異常検出信号を出力する状態となったことになる
。この「Ｉ」は、絶縁監視装置において計測した値ではなく、実際の電流値である。
【００１０】
　更に、上記逆相試験用電流の電流値（厳密には、上記逆相試験用電流における抵抗性の
電流成分と逆相の成分の電流値）を変更操作して、絶縁監視装置の地絡検出部が上記異常
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検出信号を出力していない状態から出力する状態に切り替わる電流値を特定する。この電
流値を図５に示すように「Ｉ２」とする。図５では、「Ｉ２」を、点Ａ（「Ｉ０」の終点
）を始点としてベクトル表示している。
　電流値Ｉ２は、試験装置側から供給する電流であるので、その値を正確に特定できる。
　従って、絶縁監視装置の地絡検出部は、図５から、Ｉ’＝Ｉ２－Ｉ０ｒで表される抵抗
性の電流成分と逆相の電流値「Ｉ’」で上記異常検出信号を出力する状態となったことに
なる。この「Ｉ’」も、絶縁監視装置において計測した値ではなく、実際の電流値である
。
　Ｉ＝Ｉ’と見なせるので、図５から明らかなように、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）／２として求
まる。
　これを数式で表すと、Ｉ＋Ｉ’＝Ｉ１＋Ｉ２で、Ｉ＝Ｉ’と見なして、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ

２）／２となる。
　絶縁監視装置は、通常、抵抗性の電流成分と逆相の成分の電流値「Ｉ’」に対しても、
抵抗性の電流成分と同相の成分の電流値「Ｉ」の場合と同様に検出動作するように設計さ
れているので、上述のようにして「Ｉ」を求めるに際して、絶縁監視装置の改造等は特に
必要ない。
【００１１】
　次に３相交流の場合について説明する。位相関係が若干複雑になるが、基本的な考え方
は上述の単相交流の場合と全く同様である。
　３相交流の場合について、図５と同様にベクトル表示したものを図６に示す。
　図６では、３相をａ相，ｂ相，ｃ相として、ｂ相を接地したときのａ相及びｃ相の電圧
ベクトルを示している。ａ相及びｃ相の電圧ベクトルは、ｂ相を基準とした（ｂ相を原点
とした）対地電圧として表示している。
　図６の３相交流の場合、絶縁監視装置は、図６においてｘ軸の位相で抵抗性の電流成分
を検出している。
　図６のｘ軸は、ａ相の電圧ベクトルとｃ相の電圧ベクトルとの間の中央の位相としてお
り、このため、地絡がａ相で発生しても、あるいは、ｃ相で発生しても、両者を区別する
ことなく検出できる。ｘ軸とａ相，ｃ相との位相差はいずれも３０度であるので、ｘ軸で
の検出結果を２／ｓｑｒｔ（３）（ｓｑｒｔ（　）は、平方根を求める関数とする）倍す
ることで、ａ相あるいはｃ相での抵抗性の電流成分（地絡電流）として求まる。
【００１２】
　図６において、零相電流検出センサが検出する零相電流をＩ０とすると、ａ相の電圧位
相に対応させて試験用電流を流すことを想定して、零相電流Ｉ０は、ａ相での抵抗性の電
流成分Ｉ０ｒと容量性の電流成分Ｉ０ｃとに分解できる。この容量性の電流成分Ｉ０ｃは
ａ相の容量性の電流成分とｃ相の容量性の電流成分とのベクトル和である。両者の位相は
ｙ軸を挟んで両側に３０度の位相差を有し、又、両者の値は等しい物と見なして実用上差
し支えないので、両者を足し合わせた容量性の電流成分Ｉ０ｃはｘ軸よりも９０度位相が
進んだｙ軸に平行なベクトルとして規定できる。
　説明を簡単にするために、上記同相試験用電流が抵抗性の電流成分と同相の成分のみか
らなるものとし、又、上記逆相試験用電流も抵抗性の電流成分と逆相の成分のみからなる
ものとする。
【００１３】
　監視対象の電路が活線状態であり、上記の零相電流Ｉ０が流れている状態で、ａ相の電
圧位相と同相の上記同相試験用電流を試験用巻線に流す。
　上記同相試験用電流の電流値（厳密には、上記同相試験用電流における抵抗性の電流成
分と同相の成分の電流値）を変更操作して、絶縁監視装置の地絡検出部が上記異常検出信
号を出力していない状態から出力する状態に切り替わる電流値を特定する。この電流値を
図６に示すように「Ｉ１」とする。図６では、「Ｉ１」を、点Ａ（「Ｉ０」の終点）を始
点としてベクトル表示している。
　電流値Ｉ１は、試験装置側から供給する電流であるので、その値を正確に特定できる。
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　従って、絶縁監視装置の地絡検出部は、図６から、Ｉ＝Ｉ０ｒ＋Ｉ１で表される抵抗性
の電流成分と同相の電流値「Ｉ」で上記異常検出信号を出力する状態となったことになる
。この「Ｉ」は、絶縁監視装置において計測した値ではなく、実際の電流値である。
【００１４】
　更に、上記逆相試験用電流の電流値（厳密には、上記逆相試験用電流における抵抗性の
電流成分と逆相の成分の電流値）を変更操作して、絶縁監視装置の地絡検出部が上記異常
検出信号を出力していない状態から出力する状態に切り替わる電流値を特定する。この電
流値を図６に示すように「Ｉ２」とする。図６では、「Ｉ２」を、点Ａ（「Ｉ０」の終点
）を始点としてベクトル表示している。
　電流値Ｉ２は、試験装置側から供給する電流であるので、その値を正確に特定できる。
　従って、絶縁監視装置の地絡検出部は、図６から、Ｉ’＝Ｉ２－Ｉ０ｒで表される抵抗
性の電流成分と逆相の電流値「Ｉ’」で上記異常検出信号を出力する状態となったことに
なる。この「Ｉ’」も、絶縁監視装置において計測した値ではなく、実際の電流値である
。
　Ｉ＝Ｉ’と見なせるので、図６から明らかなように、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）／２として求
まる。
　これを数式で表すと、Ｉ＋Ｉ’＝Ｉ１＋Ｉ２で、Ｉ＝Ｉ’と見なして、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ

２）／２となる。
【００１５】
　ｃ相の電圧位相に対応させて試験用電流を流す場合は、図７に示す位相関係となり、図
６のａ相の電圧位相に対応させる場合と同様の関係となるので、詳細な説明を省略する。
図７においても、図６と同様に、ａ相及びｃ相の電圧ベクトルは、ｂ相を基準とした（ｂ
相を原点とした）対地電圧として表示している。
　以上のように、単相の場合でも、あるいは、３相の場合でも、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）／２
の関係で、試験装置側での測定値によって、絶縁監視装置の地絡検出部が異常検出信号を
出力したときの電流値を正確に特定することができる。
【００１６】
　又、本出願の第２の発明は、上記第１の発明の構成に加えて、前記監視対象の電路にお
ける非接地相の電圧位相である第２電圧位相と、装置動作用電力を受電する電路の電圧位
相である第１電圧位相とを測定すると共に、前記第２電圧位相と前記第１電圧位相との位
相差に対応する位相差データを位相差記憶手段に記憶保持する位相差計測部が備えられ、
前記試験用電流発生部は、前記第１電圧位相の測定値と前記位相差記憶手段に記憶されて
いる位相差データとに基づいて、前記同相試験用電流及び前記逆相試験用電流の位相を設
定するように構成されている。
【００１７】
　すなわち、上記同相試験用電流及び上記逆相試験用電流の位相の設定については、これ
らの試験用電流を流す度に、対象とする電圧位相を計測することによっても可能ではある
が、それでは絶縁監視装置の試験作業を煩雑化させてしまうことになる。
　一方、試験装置は、装置動作用電力の受電のためにコンセント等を経て電路に接続され
ることが一般的であり、受電する電路の電圧位相と監視対象の電路の電圧位相とは一定の
位相差を有することが知られている。
　そこで、試験装置が受電する電路の電圧位相と監視対象の電路の電圧位相との位相差に
対応する位相差データを予め取得しておき、試験装置にて絶縁監視装置の試験を行う際に
は、試験装置が受電する電路の電圧位相と上記位相差データとから、試験用電流（同相試
験用電流及び逆相試験用電流）の位相を設定する。
【００１８】
　又、本出願の第３の発明は、上記第１の発明の構成に加えて、前記絶縁監視装置に、前
記抵抗性の電流成分の位相と前記絶縁監視装置が装置動作用電力を受電する電路の電圧位
相との位相差に対応する位相差データが記憶保持され、前記試験用電流発生部は、前記絶
縁監視装置に記憶保持されている前記位相差データを入力する入力部が備えられて、前記
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入力部から入力された前記位相差データと、装置動作用電力を受電する電路の電圧位相の
測定値とに基づいて、前記同相試験用電流及び前記逆相試験用電流の位相を設定するよう
に構成されている。
【００１９】
　すなわち、絶縁監視装置は、零相電流の測定データから抵抗性の電流成分を抽出する機
能を有しているので、監視対象の電路の抵抗性の電流成分の位相の特定が必要となる。
　絶縁監視装置における上記抵抗性の電流成分の位相の特定手法としては、絶縁監視装置
が装置動作用電力の受電のために接続されている電路における電圧位相と、監視対象の電
路の電圧位相とが一定の位相差を有することを利用して、上記抵抗性の電流成分の位相と
絶縁監視装置が受電する電路の電圧の位相との位相差に対応する位相差データを予め取得
しておき、絶縁監視装置が受電する電路の電圧位相の測定結果と上記位相差データとから
、上記抵抗性の電流成分の位相を特定する構成とする場合が多い。
【００２０】
　試験装置は、絶縁監視装置が装置動作用電力を受電している電路と同じ電路か、あるい
は、その電路と一定の位相差となる電路に接続されて装置動作用電力を受電することにな
るが、絶縁監視装置に上述のような機能が備えられている場合、絶縁監視装置が保持して
いる上記位相差データを利用できる。
　そこで、絶縁監視装置に上記位相差データを出力できる機能を備えると共に、試験装置
の入力部にその位相差データを入力し、その位相差データと、試験装置が装置動作用電力
を受電する電路の電圧位相の測定値とに基づいて、試験用電流（同相試験用電流及び逆相
試験用電流）の位相を設定する。
【００２１】
　又、本出願の第４の発明は、上記第１～第３のいずれかの発明の構成に加えて、前記試
験用電流発生部は、前記同相試験用電流における前記抵抗性の電流成分と同相の成分及び
前記逆相試験用電流における前記抵抗性の電流成分と逆相の成分の電流値を漸増させるよ
うに構成されている。
　すなわち、上記同相試験用電流あるいは上記逆相試験用電流を流して絶縁監視装置の地
絡検出部が異常検出信号を出力する状態となる電流値を求めるについては、その電流値の
推定値を挟んで試験用電流値を変化させると共に、その変化幅を徐々に小さくすることで
、絶縁監視装置の地絡検出部が異常検出信号を出力する状態となる電流値を特定する手法
も考えられるが、上記同相試験用電流及び上記逆相試験用電流を漸増させて、絶縁監視装
置の地絡検出部が上記異常検出信号を出力する状態となる電流値を特定することで、上記
同相試験用電流及び上記逆相試験用電流の制御態様を簡略化することができる。
【００２２】
　又、本出願の第５の発明は、上記第１～第４の発明の構成に加えて、前記零相電流検出
センサは、前記電路の接地線を検出対象箇所として設置されている。
　すなわち、監視対象の電路の零相電流を検出する上記零相電流検出センサの設置箇所と
しては、電路の接地線以外にも設置可能であるが、電路の接地線に上記零相電流検出セン
サを設置することで、設置作業を簡単に行える。
【００２３】
　又、本出願の第６の発明は、上記第１～第５のいずれかの発明の構成を備えた絶縁監視
装置用の試験装置を内蔵して絶縁監視装置が構成されている。
　すなわち、絶縁監視装置と、その絶縁監視装置を試験する試験装置とは、両者で共通の
処理を行う部分も少なくない。
　従って、上記試験装置を絶縁監視装置に内蔵してしまうことで、絶縁監視装置としての
機能と試験装置としての機能とで、処理要素を共用させることが可能となる。
【００２４】
　又、本出願の第７の発明は、上記第６の発明の構成に加えて、装置動作用電力を受電す
る電路の電圧を計測する電圧計測部と、前記監視対象の電路における非接地相の電圧位相
である第２電圧位相と装置動作用電力を受電する電路の電圧位相である第１電圧位相とを
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測定すると共に、前記第２電圧位相と前記第１電圧位相との位相差に対応する位相差デー
タを位相差記憶手段に記憶保持する位相差計測部とが備えられ、前記地絡検出部は、前記
電圧計測部の計測情報と前記位相差計測部の前記位相差記憶手段の記憶情報とに基づいて
前記抵抗性の電流成分を抽出するように構成され、前記試験装置の前記試験用電流発生部
は、前記電圧計測部の計測情報と前記位相差計測部の前記位相差記憶手段の記憶情報とに
基づいて前記同相試験用電流及び前記逆相試験用電流の位相を設定するように構成されて
いる。
【００２５】
　すなわち、絶縁監視装置と、その絶縁監視装置を試験する試験装置とは、電圧等の位相
に着目して各種の処理を行う点で共通している。
　従って、上記試験装置を絶縁監視装置に内蔵してしまうことで、上記の位相情報を取得
するために必要となる上記電圧計測部及び上記位相差計測部を、両者で兼用することがで
きる。
【００２６】
　又、本出願の第８の発明は、１線が接地された単相交流又は３相交流の監視対象の電路
の零相電流を検出する零相電流検出センサと、前記零相電流から抽出した抵抗性の電流成
分に基づいて、前記監視対象の電路が設定地絡発生状態に達したか否かを判断し、前記設
定地絡発生状態に達したときに異常検出信号を出力する地絡検出部とが備えられた絶縁監
視装置の動作試験を、前記零相電流検出センサの検出対象箇所に配置した試験用巻線に試
験用電流を流して活線状態で行う絶縁監視装置の試験方法において、前記零相電流検出セ
ンサの検出対象箇所に試験用巻線を配置し、前記抵抗性の電流成分の位相を特定し、前記
試験用巻線に前記抵抗性の電流成分と同相の成分を含む同相試験用電流を流して、その同
相の成分の電流値を変更操作し、前記絶縁監視装置の前記地絡検出部が前記異常検出信号
を出力する状態となるときの前記同相試験用電流における前記同相の成分の電流値Ｉ１と
対応する値を取得すると共に、前記試験用巻線に前記抵抗性の電流成分と逆相の成分を含
む逆相試験用電流を流して、その逆相の成分の電流値を変更操作し、前記絶縁監視装置の
前記地絡検出部が前記異常検出信号を出力する状態となるときの前記逆相試験用電流にお
ける前記逆相の成分の電流値Ｉ２と対応する値を取得し、前記絶縁監視装置の前記地絡検
出部が前記異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉを、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）／２とし
て演算する。
【００２７】
　すなわち、抵抗性の電流成分と同相の成分を含む上記同相試験用電流を試験用巻線に流
して、絶縁監視装置の零相電流検出センサに検出させ、絶縁監視装置の地絡検出部が異常
検出信号を出力する状態となるとき（異常検出信号を出力しない状態から異常検出信号を
出力する状態に切り替わるとき）の上記同相試験用電流における抵抗性の電流成分と同相
の成分の電流値Ｉ１を特定できる値を記憶保持すると共に、抵抗性の電流成分と逆相（位
相差が１８０度）の成分を含む上記逆相試験用電流を試験用巻線に流して、絶縁監視装置
の零相電流検出センサに検出させ、絶縁監視装置の地絡検出部が異常検出信号を出力する
状態となるとき（異常検出信号を出力しない状態から異常検出信号を出力する状態に切り
替わるとき）の上記逆相試験用電流における抵抗性の電流成分と逆相の成分の電流値Ｉ２

を特定できる値を記憶保持する。尚、上記同相試験用電流を流しての測定と上記逆相試験
用電流を流しての測定とは、測定順序の先後はどちらでも良い。
　絶縁監視装置の地絡検出部が異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉは、Ｉ＝（Ｉ

１＋Ｉ２）／２として求まる。
　電流値Ｉ１及び電流値Ｉ２は、何れも、試験装置側で特定できる値であるので、絶縁監
視装置の地絡検出部が異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉを、絶縁監視装置の零
相電流検出センサの検出精度に依存せずに、試験装置側で取得した値によって求めること
ができる。
　このようにして、上記「Ｉ」を求めることができる理由は上述の通りである。
【発明の効果】
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【００２８】
　上記第１の発明によれば、試験装置側で特定できる電流値によって絶縁監視装置の地絡
検出部が異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉを求めることができるので、絶縁監
視装置に備えられる零相電流検出センサに零相電流が流れている状態下で、絶縁監視装置
の動作状態を正確に把握できるものとなった。
　又、上記第２の発明によれば、試験装置が装置動作用電力を受電する電路の電圧位相と
監視対象の電路の電圧位相との位相差に対応する位相差データを予め取得しておき、試験
装置にて絶縁監視装置の試験を行う際には、試験装置が装置動作用電力を受電する電路の
電圧位相と上記位相差データとから、試験用電流（同相試験用電流及び逆相試験用電流）
の位相を設定することで、試験用電流の位相の設定を簡便に行うことができる。
【００２９】
　又、上記第３の発明によれば、絶縁監視装置が保持するデータを利用して試験用電流（
同相試験用電流及び逆相試験用電流）の位相を設定することで、試験用電流の位相の設定
を簡便に行うことができる。
　又、上記第４の発明によれば、上記同相試験用電流及び上記逆相試験用電流を漸増させ
て、絶縁監視装置が上記異常検出信号を出力する状態となる電流値を特定することで、上
記同相試験用電流及び上記逆相試験用電流の制御態様を簡略化することができる。
　又、上記第５の発明によれば、上記零相電流検出センサの設置作業を簡単に行えるので
、絶縁監視装置の設置作業負担を軽減できる。
【００３０】
　又、上記第６の発明によれば、上記試験装置を絶縁監視装置に内蔵してしまうことで、
絶縁監視装置としての機能と試験装置としての機能とで、処理要素を共用させることが可
能となり、システム全体の装置構成を簡素化することができる。
　又、上記第７の発明によれば、上記試験装置を絶縁監視装置に内蔵してしまうことで、
絶縁監視装置としての機能と試験装置としての機能とで、上記電圧計測部と上記位相差計
測部とを共用させることが可能となり、システム全体の装置構成を簡素化することができ
る。
　又、上記第８の発明によれば、試験装置側で特定できる電流値によって絶縁監視装置が
異常検出信号を出力する状態となる電流値Ｉを求めることができるので、絶縁監視装置に
備えられる零相電流検出センサに零相電流が流れている状態下で、絶縁監視装置の動作状
態を正確に把握できるものとなった。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる絶縁監視装置及び試験装置のブロック構成図
【図２】本発明の第１実施形態にかかる試験装置のフローチャート
【図３】本発明の第２実施形態にかかる絶縁監視装置及び試験装置のブロック構成図
【図４】本発明の第３実施形態にかかる絶縁監視装置及び試験装置のブロック構成図
【図５】本発明による絶縁監視装置の動作電流の算出を説明するための図（単相の場合）
【図６】本発明による絶縁監視装置の動作電流の算出を説明するための図（３相の場合）
【図７】本発明による絶縁監視装置の動作電流の算出を説明するための図（３相の場合）
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の絶縁監視装置用の試験装置の実施の形態を図面に基づいて説明する。
＜第１実施形態＞
〔全体構成〕
　電力需要家の電源受配電設備付近での機器の接続形態を概略的に示す図１のように、配
電線から引込み線Ｌにて電源受配電設備に引込まれた６．６ｋＶの高圧は、変圧器Ｔ１に
て単相３線の低電圧交流に変圧され、変圧器Ｔ２にて２００Ｖの３相３線の低電圧交流に
変圧される。変圧器Ｔ１は、いわゆる電灯変圧器と称されるものであり、変圧器Ｔ２は、
いわゆる動力変圧器と称されるものである。



(11) JP 2014-10077 A 2014.1.20

10

20

30

40

50

　変圧器Ｔ１，Ｔ２の２次側（低圧側）の一端はＢ種接地線にて接地され、単相３線につ
いては中性点が接地され、３相３線については３相の線のうちの１相の線が接地されてい
る。
　本第１実施形態では、上記のうち、動力変圧器Ｔ２の３相３線側の電路を監視対象とす
るように設置された絶縁監視装置ＩＯを例示して、その絶縁監視装置ＩＯの動作試験を試
験装置ＩＴにて行う場合を説明する。
　絶縁監視装置ＩＯは、監視対象の電路の零相電流を検出して監視動作を行っており、絶
縁監視装置ＩＯの一部でもある零相電流検出センサＺＣＴにて、３相３線側の電路の零相
電流を検出している。
　零相電流検出センサＺＣＴは零相変流器１にて構成され、動力変圧器Ｔ２側の接地線Ｅ
Ｂに取り付けられている。
【００３３】
〔絶縁監視装置ＩＯの構成〕
　絶縁監視装置ＩＯには、零相変流器１の検出情報と抵抗性の電流成分の位相の特定情報
とに基づいて、監視対象の電路が設定地絡発生状態に達したか否かを判断し、設定地絡発
生状態に達したときに異常検出信号を出力する地絡検出部ＥＦと、地絡検出部ＥＦが出力
する異常検出信号を受け取って、警報音あるいは警報ランプ等によって警報を出力する警
報出力部２とが備えられている。
　本第１実施形態では，上記零相電流に含まれる抵抗性の電流成分の電流値が設定判別値
（例えば、５０ｍＡ）以上となった状態を上記設定地絡発生状態とし、その設定判別値に
達したときに上記異常検出信号を出力するものとして説明するが、上記設定地絡状態に達
したか否かは、例えば地絡抵抗値等の上記零相電流に含まれる抵抗性の電流成分の電流値
と対応する各種のパラメータの値にて規定できる。
【００３４】
　地絡検出部ＥＦには、零相変流器１が検出した零相電流を計測し、適切な信号レベルに
変換して出力する電流計測部３と、絶縁監視装置ＩＯが装置動作用電力を受電する電路の
電圧を計測し、適切な信号レベルに変換して出力する電圧計測部４と、監視対象の電路に
おける非接地相の電圧位相（上記第２電圧位相）と装置動作用電力を受電する電路の電圧
位相（上記第１電圧位相）とを測定すると共に、その第２電圧位相と第１電圧位相との位
相差に対応する位相差データを位相差記憶手段であるメモリ５ａに記憶保持する位相差計
測部５と、電流計測部３，電圧計測部４及び位相差計測部５の出力信号に基づいて地絡成
分（上記零相電流に含まれる抵抗性の電流成分）を抽出し、その抽出した値が上記設定判
別値に達したときに上記異常検出信号を出力する地絡成分抽出部６とが備えられている。
【００３５】
　絶縁監視装置ＩＯは、電灯系変圧器Ｔ１の２次側の電路からＡＣ１００Ｖのコンセント
等を経て装置動作用電力を受電しており、図１に示すように、その受電した電圧が地絡検
出部ＥＦの電圧計測部４に入力されている。
　位相差計測部５は、電圧計測部４から受け取った信号で、装置動作用電力を受電する電
路の電圧位相（上記第１電圧位相）を、その電圧変化におけるゼロクロス点検出等によっ
て測定すると共に、監視対象の電路における非接地相（例えば、図６におけるａ相）に接
続して、その電圧変化におけるゼロクロス点検出等によってその電圧位相（上記第２電圧
位相）を測定する。
【００３６】
　メモリ５ａに記憶保持する位相差データは、図６を用いて説明した抵抗性の電流成分の
検出形態を考慮して、取得した第２電圧位相（ここでは、ａ相の電圧位相とする）と第１
電圧位相との位相差に若干の変更を加えた位相差とする。
　すなわち、地絡成分抽出部６における抵抗性の電流成分検出のための位相は、ａ相とｃ
相との成分を一体に検出するために、ａ相とｃ相との位相差の１／２をａ相の位相に加え
た位相（換言すると、ａ相の位相から３０度進んだ位相）を検出位相としているので、そ
の位相差も考慮して上記位相差データを生成する。
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　従って、上記第２電圧位相と上記第１電圧位相との単純な位相差ではなく、上記第２電
圧位相から３０度進んだ位相と上記第１電圧位相との位相差を上記位相差データとする変
更を加えてメモリ５ａに記憶保持する。
　もちろん、上記第２電圧位相として、ａ相及びｃ相の両方の電圧位相を測定し、それら
の平均値の位相と上記第１電圧位相との位相差を上記位相差データとしてメモリ５ａに記
憶保持するようにしても良い。
　上記第２電圧位相と上記第１電圧位相との位相差は、電路の結線状態等（図１では、変
圧器Ｔ１，Ｔ２の結線状態）によって決まるものであり、変化することはない。従って、
絶縁監視装置ＩＯの設置時に、１度だけ、上記位相の測定処理を行って、上記位相差デー
タをメモリ５ａに記憶保持させれば良く、その後は、位相差計測部５と監視対象の電路に
おける非接地相（ａ相）との配線接続も不必要で、取り外しても良い。
【００３７】
　尚、取得した第２電圧位相と第１電圧位相との位相差をそのまま上記位相差データとし
て、メモリ５ａに記憶保持するようにしても良く、この場合は、その位相差データを利用
する地絡成分抽出部６側で上述の３０度の位相差を調整すれば良い。
　このように、メモリ５ａに記憶保持する位相差データは、上記第２電圧位相と上記第１
電圧位相との位相差と対応する位相差データ、すなわち、上記第２電圧位相と上記第１電
圧位相との位相差を特定できる位相差データであれば足りる。
【００３８】
　地絡成分抽出部６は、監視対象の電路の絶縁監視動作において、電圧計測部４から受け
取る電圧信号、すなわち、装置動作用電力を受電している電灯変圧器Ｔ１の二次側の電路
の電圧信号の位相を測定し、その測定結果の位相にメモリ５ａに記憶保持されている位相
差データを加算（又は、減算）することで、図６におけるｘ軸の位相（抵抗性の電流成分
の位相として把握できる位相）を特定する。
　電流計測部３の検出信号から、上記ｘ軸の位相の電流成分を抽出し、それを２／ｓｑｒ
ｔ（３）（ｓｑｒｔ（　）は、平方根を求める関数とする）倍することで、ａ相での抵抗
性の電流成分とｃ相での抵抗性の電流成分とを足し合わせた地絡電流として検出できる。
　すなわち、ａ相で地絡が発生しても、あるいは、ｃ相で地絡が発生しても、両者を区別
無く検出できる。
　この検出した地絡電流が、上記設定判別値に達したときに上記異常検出信号を出力する
のは上述の通りである。
　絶縁監視装置ＩＯを構成する位相差計測部５及び地絡成分抽出部６の処理は、ＣＰＵあ
るいはＤＳＰ等を備えてソフトウェア処理にて実現できるが、アナログ乗算回路等のハー
ドウェア構成をも含む回路構成としても良い。
【００３９】
〔試験装置ＩＴの構成〕
　試験装置ＩＴには、試験装置ＩＴが装置動作用電力を受電する電路の電圧を計測し、適
切な信号レベルに変換して出力する電圧計測部１１と、絶縁監視装置ＩＯの監視対象の電
路における非接地相の電圧位相（上記第２電圧位相）と装置動作用電力を受電する電路の
電圧位相（上記第１電圧位相）とを測定すると共に、その第２電圧位相と第１電圧位相と
の位相差に対応する位相差データを位相差記憶手段であるメモリ１２ａに記憶保持する位
相差計測部１２と、電圧計測部１１及び位相差計測部１２の出力信号に基づいて試験用電
流を生成する試験用電流発生部１３と、試験用電流発生部１３が生成している試験用電流
の電流値を受け取って、絶縁監視装置ＩＯの動作電流を演算する動作電流演算部１４と、
試験装置ＩＴによる絶縁監視装置ＩＯの試験動作を制御する試験制御部１５と、試験制御
部１５に対して絶縁監視装置ＩＯに対する試験動作の開始を指示する試験開始指示入力部
１６とが備えられている。
　図１に示すように、絶縁監視装置ＩＯの動作試験のために、零相変流器１の検出対象箇
所に試験用巻線ＴＬを配置しており、試験用電流発生部１３で生成した試験用電流を試験
用巻線ＴＬに流し、それを零相変流器１にて検出させることで、絶縁監視装置ＩＯの動作
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試験を行う。
　又、試験装置ＩＴも、絶縁監視装置ＩＯと同様に、電灯系変圧器Ｔ１の２次側の電路か
らＡＣ１００Ｖのコンセント等を経て装置動作用電力を受電しており、上記第１電圧位相
も、試験装置ＩＴと絶縁監視装置ＩＯとで共通である。
【００４０】
　試験装置ＩＴの電圧計測部１１は、絶縁監視装置ＩＯの電圧計測部４と全く同一の構成
であり、試験装置ＩＴの位相差計測部１２は、絶縁監視装置ＩＯの位相差計測部５と共通
の機能を有するが、メモリ１２ａに記憶保持させる位相差データが若干異なる。
　すなわち、絶縁監視装置ＩＯでは、メモリ５ａに記憶保持させる位相差データは、地絡
成分抽出部６が抽出する位相が図６のｘ軸に相当する位相であることから、上記第２電圧
位相から３０度進んだ位相と上記第１電圧位相との位相差であるのに対して、試験装置Ｉ
Ｔでは、図６におけるａ相の電圧位相を基準に試験用電流を生成するため、上記第２電圧
位相と上記第１電圧位相との位相差をメモリ１２ａに位相差データとして記憶保持させて
いる。この点以外では、絶縁監視装置ＩＯの位相差計測部５と試験装置ＩＴの位相差計測
部１２とは同一構成である。従って、絶縁監視装置ＩＯの位相差計測部５の場合と同様に
、試験装置ＩＴの設置時に、１度だけ、上記位相の測定処理を行って、上記位相差データ
をメモリ１２ａに記憶保持させれば良く、その後は、位相差計測部１２と監視対象の電路
における非接地相（ａ相）との配線接続も不必要で、取り外しても良い。
【００４１】
　試験用電流発生部１３は、例えばＩ／Ｖ変換回路で電流出力段を構成すれば良く、試験
用電流の元となる正弦波電圧信号は、電圧計測部１１から受け取った電圧信号を波形整形
して使用しても良いし、正弦波波形データをＤ／Ａ変換して生成しても良い。
　試験用電流発生部１３は、上記試験用電流として、図６におけるａ相の電圧位相と同相
（同一の位相）の同相試験用電流（図６において「Ｉ１」で示す試験用電流）と、図６に
おけるａ相の電圧位相と逆相（位相差が１８０度）の逆相試験用電流（図６において「Ｉ

２」で示す試験用電流）とを生成する。
　上記同相試験用電流は、電圧計測部１１から受け取る電圧信号、すなわち、装置動作用
電力を受電している電灯変圧器Ｔ１の二次側の電路の電圧信号の位相を測定し、その測定
結果の位相にメモリ１２ａに記憶保持されている位相差データを加算（又は、減算）して
抵抗性の電流成分の位相を特定し、その位相となるように、上記の正弦波電圧信号の位相
を設定することで生成する。
　又、上記逆相試験用電流は、上記同相試験用電流の生成の際の正弦波電圧信号に対して
、例えば正負反転させる等の処理によって位相を更に１８０度シフトさせることで生成す
る。
【００４２】
　試験用電流発生部１３は、上記の正弦波電圧信号の振幅を変化させることで、上記同相
試験用電流及び上記逆相試験用電流の電流値を経時的に変更操作可能としている。
　上記同相試験用電流及び上記逆相試験用電流の電流値の経時的な変更操作の態様として
は、試験用電流発生部１３は、試験制御部１５から上記同相試験用電流及び上記逆相試験
用電流のうちのいずれかの通電を指示されたときに、そのいずれかの試験用電流の電流値
を漸増させる。
【００４３】
　上記同相試験用電流及び上記逆相試験用電流については、夫々、抵抗性の電流成分（す
なわち、ａ相又はｃ相の電圧位相の成分）及び抵抗性の電流成分と逆相の成分を含むもの
であれば良いが、夫々、上述のような抵抗性の電流成分及び抵抗性の電流成分と逆相の電
流成分のみによって構成することで、試験用電流の取り扱いを簡素化することができる。
　このように設定している関係で、以下における上記同相試験用電流及び上記逆相試験用
電流についての取り扱いの説明は、厳密には、夫々、上記同相試験用電流における抵抗性
の電流成分及び上記逆相試験用電流における抵抗性の電流成分と逆相の電流成分について
の取り扱いを意味している。
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　尚、上記構成の試験装置ＩＴについても、位相差計測部１２及び試験用電流発生部１３
の処理は、ＣＰＵあるいはＤＳＰ等を備えてソフトウェア処理にて実現できるが、ハード
ウェア構成を主体とする回路構成としても良い。
【００４４】
〔試験装置ＩＴによる絶縁監視装置ＩＯの動作試験〕
　次に、試験装置ＩＴの試験制御部１５の制御下での、絶縁監視装置ＩＯの動作試験につ
いて説明する。
　絶縁監視装置ＩＯの動作試験は、監視対象の電路を活線状態としたままで実行する。従
って、監視対象の電路には、抵抗性の電流成分を含む零相電流が流れている。
　試験制御部１５は、試験開始指示入力部１６に対して試験担当者が動作試験の開始を指
示入力すると、図２のフローチャートに「動作試験処理」として示す処理を実行する。
【００４５】
　先ず、試験用電流発生部１３に対して、上記同相試験用電流の通電を指示する（ステッ
プ＃１）。
　これに伴って、試験用電流発生部１３は、試験用巻線ＴＬに上記同相試験用電流を流す
。上記同相試験用電流の生成手法は上述の通りである。
　試験用電流発生部１３では、上記同相試験用電流の電流値を漸増させて行き、その間、
試験制御部１５は、絶縁監視装置ＩＯの地絡成分抽出部６が上記異常検出信号を出力する
か否かをモニタしている（ステップ＃２）。
　絶縁監視装置ＩＯの地絡成分抽出部６が上記異常検出信号を出力すると（ステップ＃２
）、その時点の上記同相試験用電流の電流値「Ｉ１」を動作電流演算部１４の電流値記憶
手段であるメモリ１４ａに記憶保持させ（ステップ＃３）、試験用電流発生部１３に上記
同相試験用電流の通電を停止させる（ステップ＃４）。尚、メモリ１４ａに記憶させるの
は、上記電流値「Ｉ１」そのものである必要は必ずしもなく、上記電流値「Ｉ１」と対応
する値、すなわち、上記電流値「Ｉ１」を特定可能な値であれば良い。
【００４６】
　次に、試験用電流発生部１３に対して、上記逆相試験用電流の通電を指示する（ステッ
プ＃５）。
　これに伴って、試験用電流発生部１３は、試験用巻線ＴＬに上記逆相試験用電流を流す
。上記逆相試験用電流の生成手法についても上述の通りである。
　試験用電流発生部１３では、上記逆相試験用電流の電流値を漸増させて行き、その間、
試験制御部１５は、絶縁監視装置ＩＯの地絡検出部ＥＦが上記異常検出信号を出力するか
否かをモニタしている（ステップ＃６）。
　絶縁監視装置ＩＯの地絡検出部ＥＦが上記異常検出信号を出力すると（ステップ＃６）
、その時点の上記逆相試験用電流の電流値「Ｉ２」を動作電流演算部１４の電流値記憶手
段であるメモリ１４ａに記憶保持させ（ステップ＃７）、試験用電流発生部１３に上記同
相試験用電流の通電を停止させる（ステップ＃８）。尚、メモリ１４ａに記憶させるのは
、上記電流値「Ｉ２」そのものである必要は必ずしもなく、上記電流値「Ｉ２」と対応す
る値、すなわち、上記電流値「Ｉ２」を特定可能な値であれば良い。
　この後、動作電流演算部１４に対して、絶縁監視装置ＩＯの地絡検出部ＥＦが上記異常
検出信号を出力する状態となったときの電流値「Ｉ」を算出するように指示する（ステッ
プ＃９）する。
　動作電流演算部１４は、その指示を受けて、メモリ１４ａに記憶保持している電流値「
Ｉ１」及び電流値「Ｉ２」を読み出し、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）／２の式によって、上記電流
値「Ｉ」を求めて、図示を省略する表示手段に表示する。
　試験担当者は、この電流値「Ｉ」を見て、絶縁監視装置ＩＯが正常に動作したか否かを
確認できる。もちろん、上記電流値「Ｉ」によって、絶縁監視装置ＩＯの動作が正常か否
かを判別して、その判別結果を表示させるようにしても良い。
【００４７】
＜第２実施形態＞
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　次に本発明の第２実施形態について説明する。
　本第２実施形態は、絶縁監視装置ＩＯ及び試験装置ＩＴの機能及び動作は基本的に上記
第１実施形態と共通であるが、図３のブロック構成図に示すように、絶縁監視装置ＩＯの
位相差計測部５が、上記第１実施形態における試験装置ＩＴの位相差計測部１２の機能を
兼ねる構成としている点で、上記第１実施形態と異なる。
　上記第１実施形態において説明したように、上記第１実施形態における絶縁監視装置Ｉ
Ｏの位相差計測部５と試験装置ＩＴの位相差計測部１２とは以下の点において異なる。
　すなわち、絶縁監視装置ＩＯの位相差計測部５は、上記第２電圧位相から３０度進んだ
位相と上記第１電圧位相との位相差を求めているのに対して、試験装置ＩＴの位相差計測
部１２では、上記第２電圧位相と上記第１電圧位相との位相差を求めている点でのみ異な
る。
　このため、本第２実施形態では、絶縁監視装置ＩＯの位相差計測部５の出力信号（メモ
リ５ａに記憶保持されている位相差データ）を外部出力可能に構成すると共に、試験装置
ＩＴの試験用電流発生部１３に、位相差計測部５からの出力信号を受け付ける入力部１３
ａを備えて、試験装置ＩＴにおいて絶縁監視装置ＩＯの位相差計測部５の出力信号を利用
している。
【００４８】
　試験装置ＩＴにおいて絶縁監視装置ＩＯの位相差計測部５の出力信号を利用している点
と、それに伴って、後述の試験用電流発生部１３での位相の取り扱いが若干異なる点を除
いて、本第２実施形態の構成要素は、上記第１実施形態において対応する構成要素と全く
同一の構成である。
　本第２実施形態における試験装置ＩＴの試験用電流発生部１３では、電圧計測部１１か
ら受け取る電圧信号の位相を測定し、メモリ５ａに記憶保持されている位相差データを入
力部１３ａにて受け取り、電圧計測部１１から受け取る電圧信号の位相の測定結果に入力
部１３ａで受け取った位相差データを加算（又は、減算）し、更に、上記３０度の位相を
補正した位相を有する上記正弦波電圧信号を生成し、その正弦波電圧信号を電圧／電流変
換して上記同相試験用電流として出力する。
　尚、上記逆相試験用電流については、上記同相試験用電流の基となった上記正弦波電圧
信号に対して、例えば正負反転させる等の処理によって位相を更に１８０度シフトさせる
ことで生成すれば良く、この点は上記第１実施形態と同様である。
【００４９】
＜第３実施形態＞
　次に、本出願の第３実施形態について説明する。
　本第３実施形態は、図４のブロック構成図に概略的に示すように、絶縁監視装置ＩＯ内
に試験装置ＩＴを内蔵させる構成としている。
　これによって、上記第２実施形態から、更に、絶縁監視装置ＩＯと試験装置ＩＴとで構
成要素の兼用化を進めており、第２実施形態における試験装置ＩＴの電圧計測部１１を、
絶縁監視装置ＩＯの電圧計測部４で兼用している。
　絶縁監視装置ＩＯに試験装置ＩＴを内蔵させる点と、電圧計測部４の兼用以外での各構
成要素の動作等は、上記第２実施形態と同一である。
【００５０】
　絶縁監視装置ＩＯ内への試験装置ＩＴの内蔵と、両者での電圧計測部４及び位相差計測
部５の兼用とによって、絶縁監視装置ＩＯの各部の構成と各部の動作の関係は、絶縁監視
装置ＩＯに、装置動作用電力を受電する電路（電灯変圧器Ｔ１の２次側の電路）の電圧を
計測する電圧計測部４と、監視対象の電路における非接地相の電圧位相（ａ相の電圧位相
）である第２電圧位相と装置動作用電力を受電する電路の電圧位相である第１電圧位相と
を測定すると共に、上記第２電圧位相と上記第１電圧位相との位相差に対応する位相差デ
ータを位相差記憶手段であるメモリ５ａに記憶保持する位相差計測部５とが備えられ、地
絡検出部ＥＦは、電圧計測部４の計測情報と位相差計測部５のメモリ５ａの記憶情報とに
基づいて抵抗性の電流成分を抽出するように構成され、内蔵されている試験装置ＩＴの試
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報とに基づいて上記同相試験用電流及び上記逆相試験用電流の位相を設定する関係となる
。
【００５１】
＜その他の実施形態＞
　以下、本発明の別実施形態を列記する。
（１）上記第１実施形態～上記第３実施形態では、絶縁監視装置ＩＯの動作試験を試験制
御部１５の制御下で自動的に行うように構成した場合を例示しているが、試験用電流の制
御等を試験担当者の手動で行うようにしても良い。
　具体的例としては、試験用電流発生部１３で生成する上記同相試験用電流及び上記逆相
試験用電流の電流値を、ボリューム等の操作で連続的に可変できるように構成しても良い
。
　このように構成する場合、絶縁監視装置ＩＯの動作試験に際しては、試験担当者が、絶
縁監視装置ＩＯの警報出力部２が警報音等を発するか否かを監視しながら、上記同相試験
用電流の電流値を漸増操作し、絶縁監視装置ＩＯの警報出力部２が警報音等を発した時点
で、動作電流演算部１４に対して、試験用電流発生部１３から上記電流値「Ｉ１」を取り
込んでメモリ１４ａに記憶保持させるように指示操作する。
　上記逆相試験用電流についても同様の操作を行って、上記電流値「Ｉ２」をメモリ１４
ａに記憶保持させる。
　これに伴って、動作電流演算部１４は、Ｉ＝（Ｉ１＋Ｉ２）／２の式によって、上記電
流値「Ｉ」を求めて、図示を省略する表示手段に表示する。
【００５２】
（２）上記第１実施形態～上記第３実施形態では、動力変圧器Ｔ２の２次側の３相３線側
の電路を監視対象とする場合を例示しているが、電灯変圧器Ｔ１の２次側の単相３線の電
路を絶縁監視装置ＩＯの監視対象としても良い。
（３）上記第１実施形態～上記第３実施形態では、監視対象の電路の零相電流を検出する
ために、接地線ＥＢを零相電流検出センサＺＣＴの検出対象箇所としているが、３相３線
の配線自体を束ねて零相電流検出センサＺＣＴの検出対象箇所としても良い。
【符号の説明】
【００５３】
　ＥＢ　　　　　接地線
　ＥＦ　　　　　地絡検出部
　ＩＯ　　　　　絶縁監視装置
　ＩＴ　　　　　試験装置
　ＺＣＴ　　　　零相電流検出センサ
　ＴＬ　　　　　試験用巻線
　４　　　　　　電圧計測部
　５，１２　　　位相差計測部
　５ａ，１２ａ　位相差記憶手段
　１３　　　　　試験用電流発生部
　１３ａ　　　　入力部
　１４　　　　　動作電流演算部
　１４ａ　　　　電流値記憶手段
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